
1．職員の任免及び職員数の状況

 (1) 採用及び退職の状況（平成29年度）

 (2) 職員数の状況

ア．部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である（法令等の改正により、平成27年度から教育長を除く）。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

イ．年齢別職員構成の状況（平成３０年４月１日現在）

２．職員の人事評価の状況

職員の人事評価について定めた「地方公務員法の一部を改正する法律」が平成28年度から施行され、平泉町においても「平泉町人事

評価制度」を導入し、職員の能力、勤務実績等を総合的に評価することとしております。
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３．職員の給与の状況

（1）人件費の状況（普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、２９年４月１日現在の人数である。

（3）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（30年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

　　　　

（4）職員の初任給の状況（３０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（5） 一般行政職の級別職員数の状況（３０年４月１日現在）

（注）１　平泉町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
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      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべて　　　　　 
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（6）職員手当の状況

ア． 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（２９年度支給割合） （２９年度支給割合） （２９年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　　5～10％ ・役職加算　　　5～20％ ・役職加算　　　5～20％

・管理職加算　 10～25％

イ． 退職手当（３０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2％～45％加算） 定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

※退職手当の額は、職員の退職時の給料月額に勤続年数に応じてこの表に示すような支給率を乗じて得た額となります。

ウ． 特殊勤務手当（30年４月１日現在）

危険物取扱資格保有者

エ． 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

24.586875

33.27075

24.586875

33.270750

塩素取扱業務

36,478

403

39,920

416

月額1,000円

平　　　泉　　　町

19.6695

2.60

平　　　　泉　　　　町

1,829

47.709

建設水道課職員

47.709

19.6695

39.7575 39.7575

―

2.6

47.709

国岩　　　　手　　　　県

1.80

日額2,000円以内

主な支給対象職員

18,000

9.1

日額300円

月額1,500円

月額1,000円

日額800円

月額800円

月額800円

支給職員１人当たり平均支給年額（２９年度決算）

支給実績（２９年度決算）　 千円

町税の賦課・徴収事務

　円

　％

放射線取扱作業従事手当

滞納処分従事手当

2.6

支 給 実 績 （ ２ ９ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ ２ ８ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ８ 年 度 決 算 ）

危険物取扱手当

塩素取扱作業従事手当

建設用大型機械取扱手当

用地の取得等のために行う交渉業務

町税の賦課・徴収事務従事手当

用地交渉手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ９ 年 度 決 算 ）

国

日額300円

左記職員に対する支給単価

1,563

１人当たり平均支給額（２９年度） １人当たり平均支給額（２９年度）

47.709

180

28.0395

1.75

28.0395

手当の種類（手当数）

感染症発症に伴う消毒従事手当

1.80

行旅病死人・変死人の取扱作業手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（２９年度）

47.709

47.709

感染症発症に伴う消毒作
業に従事した職員

滞納処分事務

9

運転手

感染症に汚染されている区域で行う消毒作業
等

手当の名称

行旅病死人・変死人の遺体等取扱作業

主な支給対象業務

診療所に勤務する職員

税務課職員

税務課職員

エックス線その他の放射線を人体に照射
する作業等

危険物取扱業務

用地の買収等の交渉に
従事した職員

町民福祉課職員

建設用大型機械の運転業務
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オ． その他の手当（３０年４月１日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

（7）特別職の報酬等の状況（２９年４月１日現在）

円

円

円

円

円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職月数×４０．３８／１００

給料月額×在職月数×２３．２８／１００

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

   　 ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

副 町 長

任期ごと

任期ごと

13,258千円

6,269千円

備　　　　考

63,287

4,470

492,300

交通機関等利用者の
上限額、及び交通用具
等利用者の距離区分と
支給額

同じ

支給実績
（29年度決算）

223,460

支給職員１人当たり
平均支給年額
（29年度決算）

4,937

6,893

218,895

単身赴任手当

扶養親族のある職員に支給
・配偶者　月額8,000円
・子ども　月額10,000円
・その他扶養親族　月額6,500円～7,500円

2.95

10,507

国の制度と異なる内容

職務の級ごとに定額支
給

退
職
手
当

町 長

期
末
手
当

議 長

議 長

報

酬

町 長

副 町 長

議 員

議 員

副 議 長

異動等に伴い転居し、やむを得ず配偶者と
別居することになった職員に支給
・月額30,000円（交通距離により加算有）

区 分

同じ

通勤手当

宿日直手当

寒冷地手当

異なる

扶養手当

副 議 長

649,800

218,000

271,000

203,000

給

料 532,900副 町 長

町 長

異なる
加算額の距離区分と支
給額

給 料 月 額 等

360

　　（２９年度支給割合）

2.95

　　（２９年度支給割合）

管理職手当
管理監督の地位にある職員に支給
・給料月額の10％

世帯主で扶養親族のある職員
・年額89,000円
世帯主で扶養親族のない職員
・年額51,000円
その他の職員　　・年額36,800円

宿直または日直勤務することを命ぜられた
ときに支給　　　・勤務1回4,200円

513同じ

国の制度内容及び支給単価

住居手当

手　当　名

（684,000　　円）

（561,000　　円）

同じ 6,679

360,000

63,008

異なる

賃貸住宅居住者等に支給
・賃貸住宅居住者
　家賃の額に応じ月額27,000円まで

通勤のために交通機関を利用、または交通
用具を使用している職員に支給
・交通機関等利用者
　運賃等に応じ月額50,000円まで
・交通用具等利用者
　通勤距離に応じ月額13,800円まで
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４．勤務時間その他の勤務条件の状況

（1）勤務時間の状況

（2）週休日・休日

①週休日

・原則として毎週土曜日と日曜日

※なお、公務の運営上の都合により特別の形態で勤務する必要のある職員については週休日を別に定めています。

②休日

・祝日法（国民の祝日に関する法律）に規定する休日

・年末年始（12月29日から翌年の1月3日まで（祝日法による休日を除く））の休日

③休暇

　休暇の種類は、給与が支給される年次休暇・病気休暇・特別休暇と給与が支給されない介護休暇があります。

ア．年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、職員の区分に応じた日数となります。

イ．病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に

　おける休暇です。

ウ．特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における

　休暇で、それぞれに日数が定められています。

エ．介護休暇は、職員が配偶者、父母、子等が、負傷、疾病等により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障が

　あるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇です。

④育児休業及び部分休業

　子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、行政の円滑な運営に資することを

目的とし育児休業及び部分休業の制度を設けており、任命権者の承認に基づき休業することができます。

ア．育児休業及び部分休業の取得状況

イ．育児休業の承認期間（平成29年度中に新たに取得した職員に限る）

　取得した職員はおりません。

ウ．部分休業の承認期間（平成29年度中に新たに取得した職員に限る）

　取得した職員はおりません。

3人

平成29年度中に新たに部分休業を取得した職員

勤務時間の割振り

女性職員

平成28年度から引き続き育児休業を取得している職員

平成28年度から引き続き部分休業を取得している職員

3人

38時間45分 午前8時30分

計

一週間の
勤務時間

男性職員区　　　　　分

平成29年度中に新たに育児休業を取得した職員

始　業 終　業 休憩時間

午後5時15分 正午から1時間
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５．分限処分及び懲戒処分の状況（平成２９年度）

　分限処分は、病気などで職務が十分に果たせない場合など、公務能率を維持するために行う処分です。

　懲戒処分は、服務義務違反に対して公務員の秩序を維持するために道義的責任を追及し科する処分です。

　その状況は、下記のとおりです。

（1）分限処分者数

※　処分者は延べ人数です。

（2）懲戒処分者数

６．服務の状況

　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しな

ければならないこととされています。この趣旨を具体的に実現するため、地方公務員法や職員服務規程によって、法令等及

び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、職務上知り得た秘密を守る義務、政治的行為の制限、争議行為等

の禁止、営利企業等の従事制限など、民間企業の勤労者とは異なる服務上の強い制約が課されています。

　これらの服務規律を保持するため、懲戒制度が設けられており、その懲戒処分の状況は、４のとおりです。

７．退職管理の状況

「地方公務員法の一部を改正する法律」が平成28年度から施行されたことに伴い、再就職した元職員による働きかけ等の禁止などを規定した、

「職員の退職管理に関する規則」を制定しました。

勤務成績が良くない場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　処分の種類
降任 免職 休職 降給 計

　処分事由

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

職制、定数の改廃等により廃職、過員を生じた場合

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由による場合

計 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　処分の種類
戒告 減給 停職 免職 計

　処分事由

給与・任用に関する不正

一般服務違反関係

一般非行関係

収賄等関係

道路交通法違反 1 1

監督責任

計 1 1
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８．研修及び勤務成績の評定の状況

（1）研修の実施状況（平成２９年度）

ア．一般研修

イ．専門研修

ウ．特別研修

メンタルヘルス研修

管理者のマネジメント概論、職場課題の解決、メンバーの能力開発

1日

管理者級能力開発講座

人事評価研修

ＯＪＴ・コーチング、ファシリテーション

中堅職員能力向上講座 市町村行政の課題、中堅職員基本、地方分権と市町村行政

政策法務講座

契約事務研修

財産管理事務研修

管理者級研修

税務事務研修

監督者級選択講座

受講者数

政策形成の理論と応用、行政法（演習）、地方自治制度（演習）

市町村行政の課題、地方税制度、地方自治制度、接遇、地方税等財政制度等

0人

研修内容

政策形成の考え方・進め方、政策課題の選定等

地方公共団体の契約事務について

広報誌作成にあたって、広報編集の基礎技術、広報誌合評等

地方公共団体の財産管理事務について等

14人

3人3日

法規事務研修

5人

4人

受講者数研修期間

1人3日

広報担当者研修

5人合計

広報クリニック等

政策形成講座

研修名 研修期間

1人

公営企業事務研修

新任広報担当者研修

0人

受講者数研修期間研修内容

合計

0人

1人

2日

法制執務

3日

地方公共団体の税務事務について等

地方公共団体の財務事務について等

2日

1日

地方公営企業の現状と課題

人事事務研修

財務事務研修

ロジカルコミュニケーション、プレゼンテーション

3日

3日

4日

一般職員研修基礎Ⅱ

研修名

一般職員研修基礎Ⅲ

3日

新規採用職員研修（後期）

新規採用職員研修（前期） 市町村長講話、財政のしくみ、会計事務のしくみ、文書の取扱い他

研修内容

民法入門、行政法入門、経済のしくみ、公務員倫理

研修名

ＪＳＴ基本コース

1人2日課長のマネジメント、活力ある職場づくり、メンバーの能力開発等

1人3日

一般職員研修基礎Ⅰ

1人

監督者級研修

職場におけるメンタルヘルスの意義と重要性について等

1人2日法秩序維持の原理・演習、政策形成から政策法務への実際等

2日地方公共団体の任用・服務・給与等について等

1人

1人

1人2日

2日

0人2日

-

0人1日

1人

13人合計

1人2日人事評価の基本、人事評価の仕組みとルール等

0人10日

7人3日

地域経営推進研修 政策形成に求められる発想力、協働の必要性等 2日 1人

1日
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（2）勤務成績評定の状況

　任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない

とされており、当町においても勤務評定に基づきその結果を昇給等に反映しております。

９．福祉及び利益の保護の状況

（1）安全衛生管理

　職員の安全と健康を確保し､快適な職場環境を形成するために､労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び職員衛生管理

規程等に基づき､安全衛生管理責任者、産業医及び衛生管理者の選任並びに衛生委員会等の設置を行っています。

（2）職員の健康管理

　労働安全衛生法に基づき､事業者責任として職員の健康管理状態を把握し､健康障害や疾病の早期発見を行うため､定期

健康診断（生活習慣病予防健診）や大腸がん検診、胃検診、乳がん・子宮がん検診等を実施しています。

ア．職員の健康診断の状況（平成29年度）

（3）福利厚生事業の概要

　地方公共団体は、地方公務員法第42条において職員の福利厚生の計画を樹立し実施することが義務付けられており、当

町では、県内の市町村職員を会員とする岩手県市町村職員健康福利機構に加入するとともに平泉町職員互助会で保健事業など各

種福利厚生事業を行っています。

・一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構 　http://www.iwate21.net/g-page/

・（健康管理事業） 検診業務等共同実施事業、ライフプラン講座、体育行事等助成等

・（掛金・補助金事業） 結婚祝金、出産給付、弔慰金等

・（掛金事業） 医療補助金等

※職員（会員）の掛金と公費で運営され、その負担率は法定化されています。

・平泉町職員互助会

・（給付事業） 各種慶弔金の給付、各種厚生事業参加の助成、人間ドック助成等

・（厚生事業） 職員スポーツ大会への助成

※職員（会員）の掛金で運営されており、公費支出はありません。

（4）利益保護の状況

　職員の利益は､勤務条件に関する措置要求制度及び不利益処分に対する不服申立て制度によって保護されています。

勤務条件に関する措置要求制度は､給与､勤務時間その他の勤務条件に関し団体協約を締結することの認められない職員が

公平委員会に対して地方公共団体の当局により適切な措置が執られるべきことを要求する制度であり､また､不利益処分に

対する不服申立て制度は､不利益な処分を受けた職員が公平委員会に不服申立てを行うことを認める制度です。

　当町では地方公務員法（昭和25年法律第261号）第7条第4項の規定に基づき、同法第8条第2項に規定する公平委員会の

事務を岩手県に委託しています。

検診名 対象職員数 受診者数 受診率

87.1%

肝臓・胆のう・腎臓検診

82人 66人 80.5%

循環器検診 114人 109人 95.6%

85.7%

乳がん検診 33人 25人 75.8%

35人 31人 88.6%

子宮がん検診 49人 42人

胸部検診 70人 61人

大腸がん検診

胃検診 82人 63人 76.8%
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